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【年通号数】公開・登録公報2006-042
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月9日(2008.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風車と、発電機と、発電機の回転に応じた保護トルク指令パターンを有して発電機の制
御を行うコンバータと、前記コンバータの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出
力するインバータと、を備えた風力発電装置の発電機制御方法であって、
　前記発電機の回転に応じて決まる前記保護トルク指令パターンを決める要素としてゲイ
ンＫを含み、速度ωの関数ｆ（ω）との積として、トルク指令Ｔ＿ｒｅｆ＝Ｋ・ｆ（ω）
で与えられる構成において、所定のレベルに満たない風速で平常に運転する場合は平常時
用のゲインＫnormで運転し、風速がある所定のレベルを超えた場合に、前記所定のレベル
を超えたことを判定し、前記所定のレベルを超えたと判断した場合には、前記保護トルク
指令パターンを決めるゲインを所定の変化量で増加させ、前記ゲインを上昇させたことに
より回転数が低下し、前記発電機トルクが所定のレベルより小さくなったと判断した場合
に、その時点でゲインの大きさでゲインを固定し運転を継続することを特徴とする風力発
電装置の発電機制御方法。
【請求項２】
　前記保護トルク指令パターンでの制御において、風力が平常のレベルまで低下した場合
に、その状態を発電機トルクが所定のレベルよりも小さくなったことにより検出し、トル
クゲインＫを平常時のゲインＫnormに戻して平常運転状態に復帰すようにしたことを特徴
とする請求項１記載の風力発電装置の発電機制御方法。
【請求項３】
　風車と、発電機と、発電機の回転に応じたトルク指令パターンを有して発電機の制御を
行うコンバータと、前記コンバータの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出力す
るインバータとを備えた風力発電装置の発電機制御方法において、
　ある風速での風車の最大トルクとなる点よりも低い回転数の領域に保護トルク指令パタ
ーンを有し、前記発電機の回転数が上昇した時に前記トルク指令パターンから前記保護ト
ルク指令パターンへ移行させる保護検出レベルを設けたことを特徴とする風力発電装置の
発電機制御装置。
【請求項４】



(2) JP 2006-296189 A5 2009.1.29

　前記保護トルク指令パターンでの制御において、前記発電機の回転数が下降した時に前
記保護トルク指令パターンから前記トルク指令パターンへ復帰する復帰検出レベルを設け
たことを特徴とする請求項３記載の風力発電装置の発電機制御装置。
【請求項５】
　風車と、発電機と、発電機の回転に応じたトルク指令パターンを有して発電機の制御を
行うコンバータと、前記コンバータの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出力す
るインバータと、を備えた風力発電装置の発電機制御装置であって、
　前記発電機の回転に応じて決まる前記トルク指令パターンを決める要素としてゲインＫ
を含み、速度ωの関数ｆ（ω）との積として、トルク指令Ｔ＿ｒｅｆ＝Ｋ・ｆ（ω）で与
えられる構成において、平常時用のゲインＫnormで運転する平常時用低ゲイン運転部と、
前記トルク指令パターンを決めるゲインを所定の変化量で増加させるゲイン増加部と、ゲ
インの大きさをそのときのゲインに固定するゲイン固定部と、風速が所定のレベルを超え
たかどうか判定する風速判定部と、発電機トルクが所定のレベルかどうかを判定する発電
機トルク判定部を備え、前記風速判定部が所定のレベルに満たない風速と判定したときは
前記平常時用低ゲイン運転部を動作させ、前記風速判定部が風速がある所定のレベルを超
えたと判断した場合には、前記ゲイン増加部を動作させ、ゲインを上昇させたことにより
、回転数が低下し、前記発電機トルク判定部が発電機トルクが所定のレベルより小さくな
ったと判定した場合に前記ゲイン固定部を動作させてその時点でのゲインの大きさで運転
を継続させるようにしたことを特徴とする風力発電装置の発電機制御装置。
【請求項６】
　前記保護トルク指令パターンでの制御において、風力が平常のレベルかどうか判定する
風力平常レベル判定部を有し、前記風力平常レベル判定部が風力が平常のレベルまで低下
したと判定し、かつ前記発電機トルク判定部が発電機トルクが所定のレベルより小さくな
ったと判定した場合に、平常時用低ゲイン運転部を動作させて、トルクゲインＫを平常時
のゲインＫnormに戻し、平常運転状態に復帰させるようにしたことを特徴とする請求項５
記載の風力発電装置の発電機制御装置。
【請求項７】
前記ゲインを上昇させたことにより、回転数が低下し、発電機トルクが所定のレベルより
小さくなったと判断した場合に、その時点の回転数で発電機の回転数を一定として運転を
継続することを特徴とする請求項１記載の風力発電装置の発電機制御方法。
【請求項８】
風力が平常のレベルまで低下した場合に、その状態を発電機トルクが所定のレベルよりも
小さくなったことにより検出し、トルクゲインＫを平常時のゲインＫnormに戻す処理によ
り、平常運転状態に復帰することを特徴とする請求項７記載の風力発電装置の発電機制御
方法。
【請求項９】
　風速が前記所定のレベルを超えた状態が所定の時間継続した場合に前記所定のレベルを
超えたと判定することを特徴とする請求項７記載の風力発電装置の発電機制御方法。
【請求項１０】
　発電機トルクが所定のレベルよりも小さくなった状態が所定の時間継続した場合に風力
が平常のレベルに低下したと判定することを特徴とする請求項８記載の風力発電装置の発
電機制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記問題を解決するため、本発明は風力発電装置の発電機制御方法に係り、風車と、発
電機と、発電機の回転に応じた保護トルク指令パターンを有して発電機の制御を行うコン
バータと、前記コンバータの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出力するインバ
ータと、を備えた風力発電装置の発電機制御方法であって、前記発電機の回転に応じて決
まる前記保護トルク指令パターンを決める要素としてゲインＫを含み、速度ωの関数ｆ（
ω）との積として、トルク指令Ｔ＿ｒｅｆ＝Ｋ・ｆ（ω）で与えられる構成において、所
定のレベルに満たない風速で平常に運転する場合は平常時用のゲインＫnormで運転し、風
速がある所定のレベルを超えた場合に、前記所定のレベルを超えたことを判定し、前記所
定のレベルを超えたと判断した場合には、前記保護トルク指令パターンを決めるゲインを
所定の変化量で増加させ、前記ゲインを上昇させたことにより回転数が低下し、前記発電
機トルクが所定のレベルより小さくなったと判断した場合に、その時点でゲインの大きさ
でゲインを固定し運転を継続することを特徴としている。
　また、本発明は風力発電装置の発電機制御方法において、前記保護トルク指令パターン
での制御で、風力が平常のレベルまで低下した場合に、その状態を発電機トルクが所定の
レベルよりも小さくなったことにより検出し、トルクゲインＫを平常時のゲインＫnormに
戻して平常運転状態に復帰すようにしたことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明は風力発電装置の発電機制御装置に係り、風車と、発電機と、発電機の回
転に応じたトルク指令パターンを有して発電機の制御を行うコンバータと、前記コンバー
タの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出力するインバータとを備えた風力発電
装置の発電機制御方法において、ある風速での風車の最大トルクとなる点よりも低い回転
数の領域に保護トルク指令パターンを有し、前記発電機の回転数が上昇した時に前記トル
ク指令パターンから前記保護トルク指令パターンへ移行させる保護検出レベルを設けたこ
とを特徴としている。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、前記保護トルク指令パター
ンでの制御において、前記発電機の回転数が下降した時に前記保護トルク指令パターンか
ら前記トルク指令パターンへ復帰する復帰検出レベルを設けたことを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明は風力発電装置の発電機制御装置に係り、風車と、発電機と、発電機の回
転に応じたトルク指令パターンを有して発電機の制御を行うコンバータと、前記コンバー
タの出力を所定の電圧と周波数に変換して系統へ出力するインバータと、を備えた風力発
電装置の発電機制御装置であって、前記発電機の回転に応じて決まる前記トルク指令パタ
ーンを決める要素としてゲインＫを含み、速度ωの関数ｆ（ω）との積として、トルク指
令Ｔ＿ｒｅｆ＝Ｋ・ｆ（ω）で与えられる構成において、平常時用のゲインＫnormで運転
する平常時用低ゲイン運転部と、前記トルク指令パターンを決めるゲインを所定の変化量
で増加させるゲイン増加部と、ゲインの大きさをそのときのゲインに固定するゲイン固定
部と、風速が所定のレベルを超えたかどうか判定する風速判定部と、発電機トルクが所定
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のレベルかどうかを判定する発電機トルク判定部を備え、前記風速判定部が所定のレベル
に満たない風速と判定したときは前記平常時用低ゲイン運転部を動作させ、前記風速判定
部が風速がある所定のレベルを超えたと判断した場合には、前記ゲイン増加部を動作させ
、ゲインを上昇させたことにより、回転数が低下し、前記発電機トルク判定部が発電機ト
ルクが所定のレベルより小さくなったと判定した場合に前記ゲイン固定部を動作させてそ
の時点でのゲインの大きさで運転を継続させるようにしたことを特徴としている。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、前記保護トルク指令パター
ンでの制御において、風力が平常のレベルかどうか判定する風力平常レベル判定部を有し
、前記風力平常レベル判定部が風力が平常のレベルまで低下したと判定し、かつ前記発電
機トルク判定部が発電機トルクが所定のレベルより小さくなったと判定した場合に、平常
時用低ゲイン運転部を動作させて、トルクゲインＫを平常時のゲインＫnormに戻し、平常
運転状態に復帰させるようにしたことを特徴としている。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、ゲインを上昇させたことに
より、回転数が低下し、発電機トルクが所定のレベルより小さくなったと判断した場合に
、その時点の回転数で発電機の回転数を一定として運転を継続することを特徴とするもの
である。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、風力が平常のレベルまで低
下した場合に、その状態を発電機トルクが所定のレベルよりも小さくなったことにより検
出し、トルクゲインＫを平常時のゲインＫnormに戻す処理により、平常運転状態に復帰す
ることを特徴とするものである。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、風速が前記所定のレベルを
超えた状態が所定の時間継続した場合に前記所定のレベルを超えたと判定することを特徴
とするものである。
　また、本発明は、風力発電装置の発電機制御装置において、発電機トルクが所定のレベ
ルよりも小さくなった状態が所定の時間継続した場合に風力が平常のレベルに低下したと
判定することを特徴とするものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明によると、ブレーキなどの外部装置を用いずに発電機制御のみで過大風速時に風
車の回転を減速することができ、発電装置が簡略化して信頼性を向上することができる。
　また、過大風速時に風車を停止することがないため、風車が破損することがない。
　また、本発明によると、自動的に平常の運転に復帰し、風車を停止することなく運転を
継続することができ、発電装置の稼働率を向上することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明によると、コンバータの制御において平常のトルク指令パターンから保護
トルク指令パターンへの移行の手順をとるので、ブレーキなどの外部装置を用いずに発電
機制御のみで過大風速時に風車の回転を減速することができ、発電装置が簡略化して信頼
性を向上することができる。
　また、過大風速時に風車を停止することがないため、風車が破損することがない。
　また、本発明によると、保護トルク指令パターンＴerから平常のトルク指令パターンＴ
normへの復帰の手順をとるので、自動的に平常の運転に復帰し、風車を停止することなく
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運転を継続することができ、発電装置の稼働率を向上することができる。
　また、本発明によると、ブレーキなどの外部装置を用いずに発電機制御のみで過大風速
時に風車の回転を減速することができ、発電装置が簡略化して信頼性を向上することがで
きる。また、過大風速時に風車が過回転となることが無く、風車を停止することもないた
め、風車に過大な力が掛かることがなく風車を破損することがない。また、過大風速時に
は風車を低回転数の領域で運転するため、発電装置が過負荷となることが無く過熱により
制御不能となることが無い。
　また、本発明によると、自動的に平常の運転に復帰し、風車を停止することなく運転を
継続することができ、発電装置の稼働率を向上することができる。
　また、本発明によると瞬間的な風力の変動により所定のレベルを超えたと判定すること
が無く、また本発明によると瞬間的な風力の変動により所定のレベルより小さくなったと
判定することが無く、安定して平常運転または過大風速時に風車の回転を減速した運転を
継続することができる。
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